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総合科学技術会議 

第59回生命倫理専門調査会議事概要（案） 

 

日 時：平成22年２月23日（火）10：00～11：47 

場 所：中央合同庁舎第４号館12階 共用1214特別会議室 

 

出席者：（委員）相澤益男、本庶佑、奥村直樹総合科学技術会議議員 

     石井美智子、位田隆一、小倉淳郎、高坂新一、田辺功 

     田村京子、知野恵子、樋口範雄、町野朔、武藤香織 

     森崎隆幸、吉村泰典専門委員 

文部科学省：研究振興局 永井雅規生命倫理・安全対策室安全対策官 

厚生労働省：雇用均等・児童家庭局 松本晴樹母子保健課主査 

事務局：藤田明博統括官、三宅真二参事官 

 

議 事：１．開 会 

    ２．議 事 

  議 題 

     （１）第58生命倫理専門調査会での問題提起と質問・意見 

     （２）諮問12号「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針の改正につい 

        て」諮問13号「ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針 

        の改正について」について 

     （３）その他  

３．閉 会 

 

（配布資料） 

  資料１   総合科学技術会議 第58回生命倫理専門調査会議事概要 

        （案） 

  資料２－１ 第58回生命倫理専門調査会でのiPS細胞研究の社会的・倫理

的課題への問題提起について 

  資料２－２ 第58回生命倫理専門調査会での「ＥＳ細胞等からの生殖細胞

作成に係る検討状況について」の意見・質問 

  資料３－１ ヒトＥＳ細胞等からの生殖細胞の作成・利用について 

  資料３－２ ヒトＥＳ細胞、ヒトiPS細胞及びヒト組織幹細胞からの生殖

細胞の作成に関する指針の整備に関するパブリックコメント

(意見公募手続)の結果について 

  資料３－３ 諮問第12号「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針の改正につい

資料１
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て」 

  資料３－４ 諮問第13号「ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針の改

正について」 

  資料３－５ 指針改正のポイントと答申に向けての論点 

 

議事概要： 

（相澤会長）それでは、定刻を若干過ぎましたが、これから第59回生命倫理専

門調査会を開催させていただきます。 

 大変お忙しいところをご出席いただきまして、まことにありがとうございま

す。 

 まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

（三宅参事官）それでは、クリップを外していただきまして、一番上が議事次

第でございます。座席表がございまして、それから資料１が前回の議事概要案

というものでございます。それから、資料２－１と２－２それぞれ１枚でござ

いますが、第58回生命倫理専門調査会でのiPS細胞研究の社会的・倫理的課題

への問題提起について、というものと、第58回生命倫理専門調査会での「ＥＳ

細胞等からの生殖細胞作成に係る検討状況について」の意見・質問、というも

のが２枚ございます。それから、資料３が枝番号の１から４までございますが、

１がまず、ヒトＥＳ細胞等からの生殖細胞の作成・利用について、３－２がＥ

Ｓ細胞、ヒトiPS細胞及びヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成に関する指針

の整備に関するパブリックコメントという１枚両面刷りのものでございます。

それから、３－３が諮問第12号「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針の改正につ

いて」という厚いもの。３－４が薄くなりますが、諮問第13号「ヒトＥＳ細胞

の樹立及び分配に関する指針の改正について」というもの。それから、３－５

がＡ４横で、指針改正のポイントと答申に向けての論点というものでございま

す。 

 それから、メイン席にお座りの方には、机上配布資料といたしまして、紙フ

ァイルが前回同様置いてございますが、今回は、前回の専門調査会での資料が

とじてございまして、特に諮問の文案はなかなかわかりにくいものがございま

すので、一番上が説明資料ですが、２番目からは新旧対照表が２つ続いており

まして、樹立分配指針の新旧対照表、それから使用に関する指針の新旧対照表、

それから、ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究

に関する指針の案というものがとじてございます。その他、前回発表していた

だきました京都大学の加藤先生のプレゼンの資料がとじてございます。 

 以上でございます。 

（相澤会長）それでは、資料１をごらんいただきたいと思いますが、前回の第
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58回生命倫理専門調査会の議事録がございます。これをご確認いただきたいと

思います。既に各委員のご発言の部分についてはお問い合わせをしておりまし

たので、全体をごらんいただきまして、ここで確認をお願いいたしますが、ご

了承いただけますでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議題の１でございます。第58回生命倫理専門調査会での問

題提起と質問・意見、についてでございます。 

 まず、事務局から説明をいたます。 

（三宅参事官）それでは、資料２－１に基づきまして、前回、京都大学の加藤

先生から国際的なiPS細胞研究の動向という形についてご紹介いただきました

が、そのプレゼンの中から事務局で今回討議されますＥＳ細胞からの生殖細胞

樹立の研究につきまして、参考になると思いますのでポイントを整理させてい

ただいたものが資料２－１でございます。 

 左側の一括りになっております欄、プライバシーの保護につきましては、ポ

イントといたしまして、セキュリティーシステムの整備が必要であるというこ

とが提案されておりますが、生命倫理専門調査会ですぐ対応できる話ではない

ので、一般論という形で書かせていただいております。 

 それから、２番目のポイント、連結可能、連結不可能、どのようなケースに

用いるかについての検討が必要ということになってございます。 

 これは、疾患iPS細胞の研究については、連結可能であることの必要性が言

われておりますが、後ほどメインに議論していただきます生殖細胞作成研究に

ついては、連結不可能でよいのではないかという取扱いになっております。 

 それから、インフォームド・コンセントの手続を定める際に、どのように偶

発的な発見に対応するかを決めておく必要がある。いろいろ解析して疾患があ

るということがわかった場合等でございますけれども、今回、検討される指針

案では連結不可能とする方針なので、現状ではフィードバックすることはでき

ないということになると思います。 

 次の欄は、同意及び同意の撤回についてでございますが、ポイントとしては、

研究を実施する際には、研究内容を説明し、本人の自発的意見による同意を得

る必要がある。少なくともある程度の数の提供者が気にすると思われるような

利用方法(ヒト－動物キメラの作成、生殖細胞の産生の研究など)については、

説明文書に入れて同意を取るべきである。ということでございます。 

 ヒト－動物キメラについては、特定胚の取扱いに関する指針で、現状禁止さ

れているので、禁止されている研究について同意を取ることは適当ではないと

いうことが言えると思います。 

 それから、生殖細胞作成については、今後同意を取る方向で検討されており
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ます。胚の作成については、今後の検討課題ということで、後ほど議論になる

かと思います。 

 それから、バンクの取扱いが難しいということで、これはヒトゲノム・遺伝

子解析研究に関する倫理指針の見直しが必要ではないかということにつながる

と思いますが、これにつきましては、先日開催されました文部科学省の部会の

ほうで、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針の見直しに関する委員

会が設置されるそうでございますので、そちらの検討を待つことになるかと思

います。 

 それから、同意及び同意の撤回については、はっきりとした方法、方針を決

めた上で研究を進め、途中の段階で混乱が起こらないようにすることが重要で

ある。要するに、撤回時期について、明示するべきではないかということにな

るかもしれませんが、今回、メインに議論していただきますＥＳ細胞の指針の

関係では、余剰胚をいただいてから、一月間の撤回期間と同様の撤回期間等を

設けたりしますけれども、ＥＳ細胞が樹立されてしまった後では撤回できない

という扱いになっていますので、今回は、この問題については論議にはならな

いかと思っております。 

 それから、次の欄は、細胞提供者の権利の及ぶ範囲について。ポイントとし

ては、整理された法体系はなく、混乱と不確定な状態が続いている。細胞提供

者の権利の及ぶ範囲はどこまでか、ということで、アメリカでは認めない方向

で裁判が出ているということを加藤先生がご紹介されておりますが、各指針で

の規定で、ＥＳ細胞の樹立及び分配指針、特定胚指針では、同意を取る際に権

利は及ばないということについて同意していただくことになっております。 

 次に、知的財産権に関する課題で、ポイントとして、iPS細胞の研究分野に

いてイノベーションを促進するためには、効果的に知的財産権を適用できるこ

とが重要である。「特許の藪」の状態になることを懸念しているということだ

そうでございますが、iPS細胞研究ワーキング・グループとかいろいろな場面

で言われることでございますけれども、これは知財の検討の中で、例えば知財

本部とかの検討で行われるような話で、当専門調査会では扱えない話かなと思

っております。 

 裏面に移っていただきまして、iPS細胞の倫理的な使い方、ヒト細胞の動物

への移植、ヒト－動物キメラの作成が課題ということで書いてございますが、

ＥＳ細胞の場合、動物へ移植する研究というのは使用指針のほうで確認を取る

ことになっていますが、iPS細胞については規制がございませんというのが現

状ですが、ただし動物の範囲にヒトのＥＳ細胞とかiPS細胞とか、体細胞でも

同じでございますけれども、ヒト－動物キメラ胚をつくることにつきましては、

特定胚の取扱いに関する指針で規制されているのが現状だと思います。 
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 それから、最も倫理的に問題になる課題は、生殖細胞の産生である。今回、

ＥＳ細胞については、後ほどメインに議論していただくことになっております。 

 臨床応用に向けた課題について、臨床研究を実施するためには、さまざまな

課題がある。iPS細胞を用いた臨床応用のプロセスを他の細胞を用いた製品と

同じように扱ってよいのか、というポイントでございますが、これは現在厚生

労働省で、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針というものの見直しが議

論されておりまして、その検討に委ねたいと思います。 

 次が、科学研究コミュニティ主導によるボトムアップの検討の必要性という

ことで、ポイントとして欧米では、多様な活動が行われている科学研究プロジ

ェクトそのものに倫理とガバナンスの課題を扱うグループが設置される例が急

速に増加している。学術団体による活動とか、上記の活動を支えるために多数

の専門家が配置されている。ということでポイントが挙げられてございますが、

これにつきましては、当専門調査会の範囲を超えるような話で、今後学会等の

検討を待つべきではないかという形でまとめさせていただきました。 

 まとめは繰り返しになりますが、加藤先生が挙げられたまとめをここにつけ

てございます。 

 また、２－２で、今回、諮問を受けまして検討を進めますＥＳ細胞関係の指

針についてとiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に

関する指針案について、ご意見とかご質問が出ましたのを事務局のほうでまと

めたものでございます。 

 前回の意見・質問のところでございますが、一番上の欄、「ヒトiPS細胞又

はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」、第18条第

４項、「提供された細胞について遺伝子の解析が行われる可能性がある場合に

はその旨及びその遺伝子の解析が特定の個人を識別するものではないこと。」

というのは、連結不可能匿名化ということか、というご質問でございますが、

そこに文部科学省からの回答が記載されておりますが、プライバシーの観点か

らの個人情報保護のための条項ということでございます。なお、事務局で追記

してございますけれども、現行「ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針」

の第24条第３項に全く同じ規定がございます。ＥＳ細胞とiPS細胞の指針では

同じということだと思います。 

 ２番目が、「ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う

研究に関する指針」、第18条第９項、「インフォームド・コンセントの撤回の

方法及び手続」の撤回の時期はいつまでか、ということで、そこに書いてござ

いますように、指針では、撤回の時期までは一律に明記していないが、撤回の

方法、手続、時期をインフォームド・コンセントに明示してもらうことを想定

している、という回答がございました。 
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 次に、未成年者から細胞の提供を受ける場合、生殖細胞を作成する可能性は

あるのか、という質問については、そこに書いてございますように、規定上は

未成年者を必ずしも排除していないが、未成年者や同意能力を欠く方から提供

を受ける場合は、代諾者となるべき者のインフォームド・コンセントを受ける

ものとする、という回答がされております。 

 次は、今後、胚の作成を可能とすることを担保するような、インフォーム

ド・コンセントの書き方というものを考えてもよいのではないか、ということ

でございました。胚作成を容認するかどうかの方針が決まっていない段階で、

容認された場合は胚を作成してもよい、というインフォームド・コンセントを

取れるかどうかは、慎重な議論が必要ではないか、というふうに文部科学省の

回答がございました。それに関連して委員の方から、インフォームド・コンセ

ントの段階で、胚までつくることを同意したとしても、連結不可能匿名化であ

れば、同意の確認はできなくなるのではないか、というご意見がございました。 

これは、同意の内容と細胞とずっとリンクできるかどうかということかと思い

ます。 

 それから、ヒト胚まで作成してよいかどうか議論をきちんとしておく必要が

ある、という意見がございまして、これは今後の問題ということで、空欄とし

ております。 

 それから、ＥＳ指針は生命倫理専門調査会の議論が必要だけれども、iPS指

針についても統括的にこの問題をどう考えるのかという議論は必要、というこ

とでございます。それにつきましては、ＥＳ指針、今回、本調査会で議論して

いただきますＥＳ細胞の指針の答申をiPS細胞の指針にも反映させる、と文部

科学省からの回答がございました。 

 事務局が追記しましたが、文部科学省での反映のさせ方が不十分ということ

で、問題が非常に大きい場合は生命倫理専門調査会で問題提起いたしまして、

本会議にかける必要がありますが、総合科学技術会議から意見具申をして直せ

というふうに意見をすることはできますので、徹底させる方法もあることを念

のため追記してございます。 

 それから、ＥＳ細胞と横並びではなく、iPS細胞についてどのように考えて

いくのかをこの会を含めて議論していくことが必要ではないか、ということで

ございます。連結可能匿名化、連結不可能匿名化については、ヒトゲノム・遺

伝子解析研究に関する倫理指針にも係る話である、というふうに文部科学省の

ほうから回答がございました。 

 なお、先ほどご紹介いたしましたように、文部科学省の部会のほうで、ヒト

ゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針について見直しが行われるというふ

うにアナウンスされておりますので、そこで検討されることが期待できるかも
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しれません。 

 それから、人クローン胚からＥＳ細胞を樹立して、それから生殖細胞をつく

ることは許可されるのか、というご質問がございまして、他に治療法のない難

病等のための再生医療のための基礎的研究には該当しないと考えられるため、

許可されていない、というのが文部科学省からの回答でございました。事務局

で追記いたしましたが、それを変えるためには、ヒト胚の取扱いに関する基本

的な考え方、平成16年の総合科学技術会議からの意見具申の内容を訂正しない

とそれはできないということだと思います。 

 それから、最後ですが、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針を改

正する議論が必要、ということですけれども、それは先ほどご紹介したように

議論が始まるようでございますということをご紹介したいと思います。 

 以上でございます。 

（相澤会長）これは前回におけるいただいたご意見等を整理したものでござい

ますけれども、さらにご質問、ご意見等がございましたらどうぞ。 

（位田委員）資料２－１のほうですが、きれいに整理していただいて非常によ

くわかるようになりました。ありがとうございました。 

 若干、訂正というか修正です。同意及び同意の撤回のところの一番最初の行

で、「ポイント」のところですが、研究を実施する際には研究内容を説明し、

本人の「自発的意思」というのは、恐らく「自由意思」だと思います。説明し

ていただいて「自由意思で同意をする」という言い方をしますので、「自発

的」ではなくて「自由意思」だろうと思います。 

 それから、あとは私の意見になるのですけれども、その次の「細胞提供者の

権利の及ぶ範囲」というところで、「整理された法体系はなく混乱と不確定な

状態が続いている」というのは、恐らく加藤先生のご判断だと思いますし、こ

の間のワークショップか何かの結論かもしれませんが、国単位ではそれぞれの

考え方に基づいて、特に法律で決めている国も結構多いと思いますし、国単位

では比較的整理されているんだと私は理解しております。 

 ただし、国際的に見ると統一的な基準はないので、そういう意味では、混乱

と不確定な状態とおっしゃるのはわからないわけではありません。国際的なこ

とを考えるとそうですが、ただ生命倫理というのはやはり国によってかなり違

いますので、これはある意味では仕方がないかなと。むしろそれぞれの国でき

ちんと統一された体系ができていれば、少なくともその国に関しては問題がな

い。ただ、国際的な共同研究をするときには、やはり何を共通の基準にするの

かというところで問題になるということはあると思います。 

 それから、裏に行きまして、iPS細胞の倫理的な扱い方のところで、ポイン

トの２つ目なのですが、最も倫理的に問題のある課題は生殖細胞の産生である、
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というところ。これはこのとおりなんですけれども、恐らくもう１つ問題なの

は、脳細胞をつくっていいかどうか。脳細胞の研究は多分できるんでしょうけ

れども、それをどこまでつくって成長させていっていいのかということが問題

になる。倫理のほうでは、既にわかっているというか議論は始まっていると思

います。 

 特に、脳科学が今非常に発展しつつありますので、それと連結するという意

味で脳細胞自身をつくっていいかどうかというより、脳細胞の研究をするとき

に、iPS細胞からもし分化させるとすれば、どういう問題があるのかというこ

とはやはり検討する必要がある問題と思います。 

 以上です。 

（相澤会長）第１点は、表現の問題ですから、これは修正し、第２点は、各国

における課題と国際的な問題、これを少し表現を加えるような形で整理すべき

かと思います。 

 第３点は、新たな視点ということで、これも前回の専門調査会で指摘された

ことにここで加えていただけるとよろしいのではないかと思います。 

 そのほかにございますでしょうか。 

（高坂委員）この資料の２－１のほうですが、プライバシーの保護の一番上の

ところですけれども、今回検討される指針では連結不可能とする方針なので、

ということなんですが、iPS細胞から生殖細胞をつくるということに関しては、

連結不可能に多分なるんだろうと思いますけれども、それ以外の研究について

は何も連結不可能ということではないと僕は理解しています。この指針では明

記されてないんですね。 

 というのは、このiPS細胞を樹立する場合には、すべて臨床研究指針で最初

にやっていきますので、倫理委員会のほうで連結可能にするか不可能にするか

ということは提示されて承認されているというふうに理解しておりますので、

この書き方は少し行き過ぎなのかなという気がしています。 

 恐らく問題となってくるのは、最終的なバンク化をするとき、不特定多数の

方に出すときには、恐らく連結不可能匿名化ということが行われるんでしょう

けれども、現状ではこれは少し間違った記載だというふうに思います。 

 それから、議論をふっかけるわけではないんですが、今の位田先生のお話な

んですが、脳細胞について、問題点は脳の中に戻すという話のときには問題に

なると思うんですけれども、vitroの実験で、脳細胞をつくって研究するとい

うことが倫理的にどういう問題点が起こるかというのは、私はそうはあまり思

わなくて、現に今の幹細胞指針でも、ヒト幹指針でも脳に入れるということは

現状ではできるんです。ですから、そういったことはその場でまず指針の見直

しが行われておりますし、十分議論すればいいことだと思いますけれども、私
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自身は回路形成とか余分なものができてくるということについては、確かに問

題点があるとは思いますけれども、それ以外の現状ではちょっと、それを今こ

こで問題提起するというのは少し先に回り過ぎているかなと思いました。 

（相澤会長）ただいまの点、位田委員。 

（位田委員）脳細胞をつくってはいけない、と私は申し上げたのではなくて、

先回り過ぎとおっしゃいましたけれども、実は問題が出てきてから議論をして

いると、また１年、２年かかります。これは脳科学の研究と関連する問題だと

思うのですが、どこまで脳細胞の研究をしてもいいのか、もしくは研究の成果

を使って、さらに進んだいろいろな研究なり応用をするのかということについ

ては、やはり今からきちんと考えておかないといけないのではないかと思いま

す。高坂先生と意見は違うかと思いますけれども、生殖細胞と脳細胞というそ

の２つの種類については、やはり倫理の分野では問題があり得るのではないか

ということで、ご指摘したものです。今、脳細胞をつくるな、とそんな過激な

ことを言っているつもりはございません。 

（相澤会長）それでは、ただいまの脳細胞の件については、これは問題点の指

摘にとどまっているわけですので、ご両者の意見を勘案し、将来的に問題にな

り得るという意味でのポイントということで、表現を注意して記載してくださ

い。 

 今、高坂先生の第１点のところは、ここの表現を今のご意見を勘案して、少

し修正をしていただければと思います。 

 それでは、小倉委員、どうぞ。 

（小倉委員）資料２－１の裏の１行目ですが、ヒト－動物キメラというところ、

動物体への移植と胚をつくることは全く別ですので、そこのところはもう少し

区別できるように書いたほうがよろしいかと思います。 

 キメラ胚では、細胞の分布は全く制御できなくなりますけれども、動物体へ

の移植というのはもちろんその場所だけですので、もう少し区別して書かれた

ほうがよろしいかと思います。 

（相澤会長）それはポイントのところがこういう書き方になっているので。 

（小倉委員）このヒト細胞の動物への移植というのは、動物体への移植という

のを考えていらっしゃるのですか。それとも胚をつくることを考えていらっし

ゃるのですか。 

（三宅参事官）特記事項として、動物キメラとおっしゃっていましたので、多

分キメラ胚のことだというふうに思っていますので、１つの書き方は、キメラ

胚に限定して書くということでよろしいでしょうか。そのほうがわかりやすい

と思います。 

（小倉委員）そうですね。キメラ胚をつくってはいけないので、そういう書き
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方でよろしいかと思います。 

（相澤会長）そのほかにいかがでしょうか。 

 それでは、前回ご議論いただいた点についての整理は以上とさせていただき

ます。 

 議題２に移ります。資料３－３と資料３－４をごらんいただきたいと思いま

す。２月16日付で文部科学省より総合科学技術会議にヒトＥＳ細胞の使用に関

する指針、ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針の改正についての諮問が

行われました。本日は、この諮問についての検討をしていただければと思いま

す。 

 ＥＳ細胞等からの生殖細胞の作成につきましては、昨年、文部科学省にて報

告書がまとまった段階で、この専門調査会にご報告がありました。ただ、昨年

でございますので、日にちもたっておりますので、改めて生殖細胞の作成の検

討の経緯と内容を説明していただきたいと思います。また、指針改正に伴うパ

ブコメを行っておられますので、その結果についてもあわせてご説明いただけ

ればと思います。 

 それでは、永井安全対策官、お願いします。 

（永井安全対策官）それでは、まず資料３－１に基づきまして、生殖細胞の作

成・利用に関する平成21年２月に取りまとめられた報告書の概要についてご説

明させていただきます。 

 先ほど会長からお話がございましたように、この報告書につきましては昨年

の３月の生命倫理専門調査会で一度ご説明をさせていただいてございます。ま

た、その後の検討の進捗についても、この報告書の内容について言及しながら

ご説明させていただいておりますのでおわかりの先生方も多数いらっしゃると

思いますけれども、改めてということでございますので、もう一度ご説明させ

ていただきます。 

 まず、今回の検討の経緯でございます。１．でございます。ヒトＥＳ細胞か

らの生殖細胞の作成については、現在、ＥＳ指針によって禁止されているわけ

でございます。この経緯でございますが、平成17年以降、その研究に有用性が

あるのではないか、また、ヒトiPS細胞やヒト組織幹細胞からも生殖細胞が作

成される可能性を考慮するということで、こういった点を踏まえて平成17年か

ら、５年近く前でございますが、特定胚及びヒトＥＳ細胞等研究専門委員会、

これは文部科学省の科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会の下の専門委員

会でございますが、ここで幹細胞に共通する問題として検討を続けてきたとい

うものでございます。 

 平成20年２月にはそういう検討を続けている中で、その前の年の平成19年11

月にヒトiPS細胞の樹立の報告があったということもございましたので、科学
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技術学術・審議会生命倫理・安全部会で以下の２点について決定をしたという

ことでございます。 

 まず、１つ目でございますが、ヒトiPS細胞等からの生殖細胞の作成の是非

について、平成17年からのヒトＥＳ細胞等の検討とともに引き続き検討を行う。

その結果に基づいて最終的な結論を出す。ただし、それまでの当面の対応方針

としては、これまでヒトＥＳ細胞と同様にヒトiPS細胞等からの生殖細胞の作

成は行わない。現実に当時、ＥＳ指針で生殖細胞の作成は禁止するという規定

が残っておりますので、iPS細胞や組織幹細胞も同様の取扱いとするというこ

とを平成20年２月に決定した。そして、それを受けまして文科省より関係機関

に対して要請の通知を行ったというものでございます。 

 これを受けまして平成20年３月に専門委員会の下にヒトＥＳ細胞等からの生

殖細胞作成・利用作業部会を設置いたしまして、これは豊島先生に主査をお務

めいただきまして検討を行ってきたものでございます。 

 一番下のなお書きでございます。今回の検討に当たりましては、その対象は

あくまでも基礎的研究に限るということでございまして、作成されたＥＳ細胞

等の人体への適用を伴う臨床研究等については、これは安全性等の問題もござ

いますので、臨床の方は対象外としてございます。そういう意味ではもっぱら

倫理的な観点からの検討に集中して行わせていただいたというものでございま

す。 

 ２．が検討結果でございます。まず、関連研究の現状について（１）で書か

せていただいてございます。これまでの動物実験等の研究を通じて、生殖細胞

が受精して個体を得ることができる機能を持った卵子・精子まで成熟するには、

分化・成熟の過程で減数分裂が行われる。また、卵子・精子に特有な形態・機

能分化やゲノム機能が完成されるなど、他の体細胞にはない生殖細胞特有の複

雑な分化があるということが知られてございます。 

 また、これまでの動物実験などでは受精して個体を得ることができる卵子・

精子を得るためには、それらの分化・成熟過程において一定期間、動物の体内

（卵巣や精巣）を用いることが必要である。in vivoであることが何らかの形

で必要ということでございまして、現時点で動物の体外だけで受精して個体を

得ることができる生殖細胞がＥＳ細胞等から、iPS細胞もそうでございますが

作成されたとする報告、これは一部海外でございますけれども、再現性が確認

されたものはない。まだin vitroだけで配偶子ができたという信憑性のある成

果は得られていないというのが作業部会の認識でございます。 

 細かいところは飛ばさせていただきまして（２）でございます。こういった

現状を踏まえまして生殖細胞の作成の必要性について検討をさせていただきま

した。まず、早発卵巣不全（早発閉経）をはじめとする卵巣機能の低下や精子
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の形成異常・成熟障害等による不妊症でありますとか、また染色体不均衡、遺

伝子変異による先天性の疾患症候群、こういったものは生殖細胞そのものや、

それに影響を与える生殖臓器内の環境等に原因があると考えられてございます。 

 しかしながらこういった生殖細胞の成熟・分化というのは十数年をかけて、

ヒトの体内の中で減数分裂を含む複雑な過程を経て完成されるということでご

ざいまして、実際にその検討をすることは困難である。また不明な点も多いと

いうことでございます。 

 例えば精子・卵子とも胎芽期といいますか、妊娠10週間未満の段階で始原生

殖細胞が形成されて、成熟や減数分裂の中で長い休止期間を経て、最終的には

いわゆる思春期以降に形成されるということでございます。こういった長いプ

ロセスのものを検討するというのはこれまで困難であったということでござい

ます。 

 また、ヒトＥＳ細胞等を用いて、そこから生殖細胞を分化させることが可能

になれば、こういった体内で進行する成熟・分化機構の検討は可能になります

ので、生殖細胞に起因した不妊症や先天性の疾患・症候群について、原因解明

や新たな診断・治療方法の確立につながることが期待される。さらには生殖細

胞の老化メカニズムでありますとか、いわゆる環境ホルモン、薬物などの環境

因子の影響についても研究に資すると考えられるということでございました。 

 （３）の生殖細胞の是非についてでございます。ヒトＥＳ細胞から生殖細胞

を作成することにつきましては、ＥＳ指針が平成13年に制定されて以降、禁止

する規定が明示的に置かれてございます。この規定が置かれた理由というのは

ヒトＥＳ細胞が多能性を有することにかんがみて、平成13年当時、生殖細胞の

作成を通じて個体の産生が行われた場合、生命倫理上の問題が惹起する可能性

がある点を考慮して置かれたものということで考えられます。 

 次は飛ばさせていただきまして、一方、現状としては現在、ＥＳ指針の策定

から７年以上が経過し、今はもう平成22年でございますのでもう10年近く経過

しつつありますが、その間もう60件近くのヒトＥＳ細胞研究が実施されて、相

当の実績が蓄積されてきた。また、最近はヒトiPS細胞を用いた研究も非常に

盛んに行われてございますので、こういった多能性幹細胞に対する生命倫理上

の位置づけにつきましては、認識が深まってきたと考えられるということがご

ざいます。 

 また、これは繰り返しでございますが、こういったヒトＥＳ細胞やヒトiPS

細胞からの生殖細胞の作成は生殖細胞に起因する不妊症や先天性の疾患・症候

群等の原因解明の資することが期待されるということもございます。 

 結論でございますが、４ページ目の上から２つ目のパラグラフでございます。

ヒトＥＳ細胞等からの生殖細胞の作成については、当該生殖細胞を用いてヒト
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胚の作成を行わないこととするなど、要するに生殖細胞の作成は認めるとして

も、ヒト胚の作成ないしは個体産生の防止、こういった後続のところでしかる

べき措置をすることによっても防止することが可能と考えられるということで

ございまして、ヒトＥＳ細胞等からの生殖細胞の作成については胚の作成等の

段階において個体産生の防止に必要な規制が行われることを前提に容認し得る

ということで、生殖細胞は容認することが適当ということがまず１点目でござ

います。 

 今回の検討は生殖細胞の作成の是非について中心に議論をいただいたところ

でございますが、作成を容認するに当たって付随して、当該作成された生殖細

胞を用いてヒト胚を作成すべきかどうかということについてもあわせてご議論

をいただきました。これは（４）で書かせていただいてございます。 

 まず作成された生殖細胞を用いてヒト胚を作成し、研究に利用することが可

能になれば、これも同じように不妊症や受精後の発生過程に原因があると考え

られる疾患の診断及び治療に関する研究等において有用性があると考えられて

ございます。 

 今回の検討はあくまでも人体に適用しない基礎的研究が対象であるわけでご

ざいますが、受精後の発生プロセスを見るという意義もある。人体に仮に適用

しなくても受精後の発生プロセスを見るという意味では研究上の意義はあると

いうことでございます。 

 ただ、その場合には蛇足でございますが、平成16年の総合科学技術会議の意

見を踏まえれば、原始線条が現れる２週間以内に取り扱えということかもしれ

ませんけれども、そういったプロセスを見る上でも意義はあるということでご

ざいました。 

 一方、平成16年の総合科学技術会議の意見では研究材料として使用するため、

新たに人の生命の萌芽であるヒト胚を作成することは原則認めないとしてござ

いまして、その例外として科学的合理性、社会的妥当性等の条件をすべて満た

された場合に限定する。さらにこれらの条件を満たす場合であっても人間の道

具化・手段化の懸念をもたらすことがないように適切な歯どめが必要とされて

いるところでございます。 

 仮にヒトＥＳ細胞等から生殖細胞が作成され、さらにそれを用いてヒト胚を

作成することが可能になれば、研究のため「ヒトの生命の萌芽」であるヒト胚

を新たに多量に作成されることにも留意する必要があるということで、その是

非についてはこの総合科学技術会議意見に示された基本的考え方に基づいて、

さらに慎重な検討を要するものである。 

 また、そもそも生殖細胞の体外成熟技術に関しましても、精子についてはマ

ウスＥＳ細胞から一定のものはできてございますが、例えば卵子については動



 

－14－ 

物ＥＳ細胞等から体外で分化・成熟させる技術は確立されていないなど、ＥＳ

細胞やiPS細胞からそもそも生殖細胞をつくるということについては技術はま

だ確立されていない。まだ時間がかかるというような状況もございます。 

 こういったことを踏まえまして、胚の作成については今回は当面は行わない。

これについてはいろいろご議論はございましたけれども、まずは生殖細胞の作

成は認めた上で、胚の作成については引き続き検討課題というまとめになって

ございます。 

 （５）の「まとめ」でございます。以上より、現時点においては人体への適

用を伴わない基礎的研究に関して、まずはヒトＥＳ細胞等からの生殖細胞の作

成までを容認するとともに、当該生殖細胞からのヒト胚の作成は当面行わない

ものとすることは適当である。 

 なお、生殖細胞の作成を容認するに当たっては、その適切な管理の観点から

今後、取扱いの際の要件等について定める必要があり、文科省において関係指

針の整備を行うことが適当である。これを受けて今回の指針案はこれを踏まえ

て作成させていただき、諮問させていただいているものでございます。 

 一方、当該生殖細胞を用いたヒト胚の作成については、以上申し上げました

とおり、さらに慎重な検討を要するものであり、その是非については今後のヒ

トＥＳ細胞等からの生殖細胞の作成に関する研究の進展、社会動向等を十分勘

案しつつ、必要に応じて改めて検討していかなければならない課題ということ

で書いてございます。これが平成21年２月の報告書の概要でございます。 

 続きまして、資料３－２に基づきましてパブリックコメントの結果について

もご紹介させていただきます。これは指針（案）をホームページに載せて、コ

メントを募集したものでございます。 

 まず、公募期間は平成21年12月中旬から今年の１月中旬まででございまして、

いただいた方の人数は45名。お一人の方から複数いただいているご意見もござ

いますので、数え方にもよりますが、提出された意見の数は延べ53件になって

ございます。 

 提出された意見の分類でございます。まず、生殖細胞の作成の是非に関する

意見でございます。生殖細胞の作成に肯定的な意見としては、いただいた方の

人数45名中41名でございました。これについては生殖細胞の作成を容認するこ

とについて賛意を明記した意見、これは明示的に生殖細胞の作成には賛成であ

るということを書かれた意見が相当ございました。 

 また、文意から見て同様の趣旨と考えられる意見、例えば生殖細胞の作成の

容認を前提として、規定の具体的内容に言及するなど、作成に賛成しているこ

とを前提とした意見。こういったことも合わせまして、45名中41名の方が生殖

細胞の作成は認めるべきであるというようなご意見でございました。 
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 ②でございます。この41名の方のうち、作成された生殖細胞からのヒト胚の

作成の禁止も含め、研究に条件等を設けるべきではない。手続をなくした方が

いいのではないかという意見まで含めてでございますが、こういった意見がご

ざいました。これは41名中23名ということで、約半分ぐらいでございます。こ

れも１つはヒト胚の作成を容認すべき、胚まで認めるべきではないかというよ

うなご意見もございました。 

 また、もっと踏み込んで胚の作成のみならず、研究に一切の条件を設けるべ

きではないとか、さらには「生命倫理」を理由に科学に制限を設けるべきでは

ない、そういった趣旨のご意見もございました。ただ、今回、実際にいただい

たご意見を拝見いたしますと、かなり同じような関係者の方、特に生命倫理を

理由に科学に制限を設けるべきではないというご意見については、同じような

文言でいただいている方が多数いらっしゃいましたので、そういったところも

あるのかなというのが事務局がこれを拝見して、職業は多様でございますけれ

ども、事務局の感触ではございました。 

 その他の意見についてご紹介させていただきます。まず生殖細胞の作成、今

回の指針に関連したご意見でございます。１つ目はＥＳ指針、これは第18号第

２項第３号及び第４号と書いてございますが、この規定は作成された生殖細胞

を他の機関に譲渡する場合、譲渡先でヒト胚の作成の禁止とか、他の機関に渡

さないとか、そういった規定でございますが、そこにただし書きを置いて、こ

の指針に基づいて国または地方自治体の機関の監督が及んでいるものを除く、

こういったことを追加すれば、別に譲渡先で胚の作成の禁止とか、そんなこと

を書かなくてもいいのではないか、多分そういう趣旨かと思ったのですが、こ

れにつきましては譲渡先でもやはり胚の作成とか、他の機関に無条件に渡さな

いとか、こういった最低限のことは求める必要があるということで文科省とし

ては認識してございまして、これについても科学技術・学術審議会生命倫理・

安全部会とその専門委員会でご議論をいただいたところでございます。 

 また、これも細かいところでございますが、生殖細胞の定義につきまして、

今回、生殖細胞は始原生殖細胞から精子、卵子までに至る細胞をいうというこ

とになっているわけでございますが、始原生殖細胞は２倍体ということで、生

殖細胞としての生物学的機能を有していないため、規制対象は半数体細胞に限

るべきという技術的なご意見もございました。これについてはＥＳ細胞やiPS

細胞から生殖細胞に分化させる場合には２倍体、半数体、いろいろな細胞が実

際には混ざっていますので、実際にそれを分けるのは難しいということもござ

いますので、あえて区別する意味もないではないかというのが私どもの考え方

でございます。 

 また、その次でございます。例えば体細胞への遺伝子操作を行うなどにより、
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直接精子、卵子を誘導できるようになることも可能性として排除すべきではな

い。また、iPS細胞自体に明確な定義が存在するわけではないので、本来、規

制を行うべきではないが、規制対象とする場合でもＥＳ細胞、iPS細胞、組織

幹細胞などと書かずに、種類を問わずヒト細胞全体として規制すべきではない

かというご意見がございました。 

 ヒトの体細胞に遺伝子操作を行うことによって、直接他の細胞に誘導する技

術というのは最近発表があったところでございますが、これはまだヒトの生殖

細胞について同じようなことが適用できるかどうかもわかりませんし、これに

ついては指針は技術的な進展に応じて見直すということでございますので、今

直ちに細胞全般に網をかける指針にする必要はないと考えてございます。 

 また、生殖細胞の作成に関して明示的にインフォームド・コンセントの取得

を求めることは従来のヒトＥＳ細胞に対する過大な制限となり不適当である、

こういったご意見がございました。これにつきましてはこれまでＥＳ指針の中

でヒトＥＳ細胞から生殖細胞の作成を禁止すると明示的に書かれて、それに基

づいてインフォームド・コンセントをいただいているわけでございますので、

なかなかそこを脇に置いて生殖細胞の作成についてインフォームド・コンセン

トが特に必要がないというのも難しいのではないかということで考えてござい

ます。 

 あと最後でございます。前回、ほとんどの方から生殖細胞の作成について肯

定的であるという中間的なご報告をさせていただきましたが、１つだけネガテ

ィブと言えばネガティブな意見がございました。これが最後でございます。 

 これは生殖細胞の作成に対する審議が不十分であり、その状況下でのパブリ

ックコメントに反対。これまでの作業を白紙に戻し、最初から審議、検討し直

すべきというご意見でございます。これは生殖細胞の作成に反対するとは書か

れていないのですが、検討自体が非常に拙速なので、もう１回リセットしろと

いうご意見でございます。これについては平成17年から公開で議論してござい

ますし、平成２年から作業部会を通じて、これも透明性をもって議論をしてい

るという認識でございます。 

 ④は今回の生殖細胞の作成の指針に直接のないご意見でございますので割愛

させていただきます。 

 続きまして資料３－３と資料３－４、これは今回の諮問でございます。２月

16日付で文部科学大臣より総合科学技術会議議長に対して諮問を出させていた

だきました。資料３－３がヒトＥＳ細胞の使用に関する指針の改正（案）、資

料３－４がヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針の改正（案）でございま

す。以上でございます。 

（相澤会長）ありがとうございました。諮問の内容は資料３－３、資料３－４
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でございます。これから議論をしていただきますので、まず資料３－３と３－

４について、指針の改正のポイントということで、論点の整理をしたものがご

ざいますので、説明を事務局からお願いいたします。 

（三宅参事官）それでは、資料３－５として、指針改正のポイントと答申に向

けての論点という形でまとめさせていただいております。 

 指針の原文につきましては、最初に使用指針につきましては３－３にござい

ますとともに、改正前を見たいという場合は、メイン席以外の方には申しわけ

ございませんが、この紙ファイルの１枚目が前回の説明資料で、その次が樹立

分配指針についての新旧対照表です。それが１枚ペラで、あとずっと次の耳が

ついているところをめくっていただきますと使用指針の新旧対照表がございま

すので、その２つを適宜ご覧いただければと思います。 

 まず定義のところで第２条第５項のところで生殖細胞の定義でございます。

先ほどパブリックコメントにございました「始原生殖細胞から」という形で、

広めにとっているということで妥当であるか、ということが言えると思います

が、これは専門的に問題はないのかなと思っております。 

 次が一番メインの論点でございます。６条第４項で行ってはならない行為と

いたしまして、従前はＥＳ細胞から生殖細胞を作成することという形になって

おりましたが、それを作成することは認める案でございまして、ヒトＥＳ細胞

から生殖細胞の作成を行う場合には当該生殖細胞を用いてヒト胚を作成するこ

とというのが禁止事項で入れ換えられてございます。 

 ここの論点は従来、禁止していた理由ですが、懸念があるから禁止していた

わけでございますが、それは現状でもうなくなったと言えるのかどうか。それ

からいろいろ必要性が言われておりますが、それとのバランスで生殖細胞をつ

くることを認めていいのかということが第１点。それから、つくった生殖細胞

については参考として論点の下のほうに書いてございますが、先ほどご紹介が

ありましたように平成16年に総合科学技術会議で出しました意見具申「ヒト胚

の取扱いに関する基本的な考え方」で、ヒト受精胚の取扱いの基本原則として、

研究材料として使用するために新たに受精によりヒト胚を作成しないことを原

則とするということに基づいてヒト胚は作成しないというふうに、禁止すると

いうことになってございますが、この２点セットで妥当であるかどうかという

ことが論点１でございます。 

 １枚捲っていただきまして、「研究実施の手続」という形で、第４章の「使

用の手続」のところで、第12条～14条にわたりまして、まず生殖細胞の作成を

行う場合、使用機関の長の了承を求め、倫理審査委員会の審査を行った後、文

部科学大臣へ届出を求めることするという形になってございます。 

 これは現在のＥＳ細胞使用指針で一般の細胞をつくるときの手順とイコール
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でございますが、それでよいか。要するに従来禁止していた生殖細胞の作成を

ほかの一般の細胞と同じでいいのか、二重審査が必要でないかどうかというこ

とについてご議論いただければと思います。 

 次、第２条第２項だけ特記しましたが、使用計画書の中に具体的に書けとい

うことですので、全体として含まれる話だと思います。 

 それから、第16条になりますけれども、これは従来の生殖細胞以外の細胞を

作成するような研究の場合、進行状況については研究者のほうは機関の長と倫

理審査委員会にだけ状況を報告するということになっておりましたけれども、

生殖細胞については特に国に対して報告せよという条項が新たに設けられてご

ざいまして、その点、慎重に扱うという形になってございます。これでよいか

ということになるかと思います。 

 「作成等の要件」という次のページに移らせていただきます。第２章の「使

用の要件等」のところでございます。第５条第１項第１号、第２号という形で

生殖細胞の作成は次のいずれかに資する基礎的研究を目的としており、科学的

合理性及び必要性を有することとして、イとしてヒトの発生、分化及び再生機

能の解明。ロとして新しい診断法、予防法もしくは治療法の開発又は医薬品等

の開発ということが挙げられてございます。 

 これは現在の「第一種樹立」と言う、いわゆる余剰胚からつくりましたＥＳ

細胞の使用の場合と全く同じになってございまして、これでよろしいかという

ことが論点でございます。 

 次に第５条第３項第１号「生殖細胞の作成の用に供されるヒトＥＳ細胞」で

す。生殖細胞の作成を行うことについてのインフォームド・コンセントを受け

ていること。その他の同指針で定める要件を満たして樹立されたＥＳ細胞。こ

ういう条件でいいかということになるかと思います。 

 それから、第５条第３項第２号で生殖細胞の作成の用に供される外国で樹立

されたＥＳ細胞というところにつきましても、インフォームド・コンセントと

か諸外国において法令またはそれに類するガイドライン及びヒトＥＳ細胞の提

供に関する条件においてＥＳ細胞から生殖細胞の作成を行わないこととされて

いないものでないこと。そういうふうに禁じられているものを日本国内で勝手

に生殖細胞にしないというような要件の案になっています。 

 第３章の「使用の体制」ということでございます。使用機関の条件等で、そ

こに書いてございますが、これは読み上げるのを省略しますが、ヒトＥＳ細胞

の使用機関と同様の要件、９条ということになりますが、今回は条がずれてお

りますが、この８条第１項というのは現状のヒトＥＳ細胞の使用の指針の第９

条と同じという形で、全く同じでよろしいかということが論点になるかと思い

ます。 
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 １枚捲っていただきまして、次に「生殖細胞の譲渡」についてで、第５章

「分化細胞の取扱い等」というところで規定されておりますが、第18条第１項

第２号で生殖細胞を譲渡する場合、作成した生殖細胞を譲渡する場合にはヒト

ＥＳ細胞に由来するものであることを譲渡先に通知するほか、当該、生殖細胞

の取扱いについては譲渡先との契約その他の方法において次に掲げる条件が確

保されていることを確認しなければならない。 

 １．は先ほどの使用の条件と同じ、ヒトの発生、分化及び再生機能の解明等

に用いるということがイ、ロとなってございます。２．でヒト胚を作成しない

こと。３の他の機関に譲渡しないこと。４．譲渡先から報告を求めることがで

きること。 

 18条第３～５項ですが、使用機関の長の了承を求め、倫理審査委員会及び文

部科学大臣に報告するという形になってございます。 

 普通の分化細胞はこのＥＳ細胞の使用指針ではもう管理しない方向で、従来

の分化細胞の場合は上の18条第１項、第２項のところの生殖細胞を譲渡する場

合の文章でございます「作成した生殖細胞を譲渡する場合には」の後の文章、

「ヒトＥＳ細胞に由来するものであることを譲渡先に通知する」というところ

で終わってございます。それに対しまして、生殖細胞については「するほか」

という形で、今述べましたような条件をつけろということが条件となってござ

いますが、それでよろしいかということ。 

 それから、下のほうの18条第３～５項で、使用機関の長の了承を求め、倫理

審査委員会及び文部科学大臣に報告するとなっておりまして、これは通常の分

化細胞、生殖細胞以外の分化細胞についてはこういう規定はございませんで、

生殖細胞について慎重に扱う意味で新たに追加されているところでございます。 

 それから、「ヒトＥＳの使用の終了後における生殖細胞の取扱い」でござい

ますが、第19条第１項で、ヒトＥＳ細胞の使用の終了後における生殖細胞の取

扱いで、作成した生殖細胞をヒトＥＳ細胞の使用の終了後に引き続き使用する

機関は使用機関とみなして、この指針を適用することになっています。 

 その下にポツで書いてございますように、先ほど上の項とも関連いたします

が、通常の分化細胞についてはこういう取扱いを前回の改正で外してございま

すが、上の条項と同じに生殖細胞については特に慎重にということでこういう

条項が加えられてございます。 

 最後のページは「樹立及び分配に関する指針」でございます。諮問文案では

条数変更だけしかないので、新旧対照表が諮問の後ろについております。これ

をごらんいただければと思います。 

 第３章の「ヒトＥＳ細胞の樹立に必要なヒト受精胚等の提供」のところの第

１節「第一種樹立に必要なヒト受精胚の提供」のところの24条第３項第８号イ
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ンフォームド・コンセントの説明の中で、ヒトＥＳ細胞から生殖細胞を作成す

る可能性がある場合には、その旨及び当該生殖細胞を用いてヒト胚を作成しな

いことという形でございます。 

 これについてのインフォームド・コンセントの説明は妥当であるかで、先ほ

どのiPS細胞のときにご紹介させていただいておりますが、将来、胚の作成を

認める場合、過去作成したＥＳ細胞を利用できないことでよいか、ということ

でございます。要するに将来胚の作成を認める場合には、それまでにつくって

きたＥＳ細胞はすべて使えなくて、もう１回ＥＳ細胞を樹立するというような

ことが必要になる、そういうことでいいのだろうか、という論点が１つあると

思います。 

 それから、海外使用機関に関する分配の要件といたしましては、52条第４項

にありますように、海外使用機関の基準としてヒトＥＳ細胞から作成した生殖

細胞を用いたヒト胚の作成を行わないということで、日本国内と大体同じこと

を求めると言う規程となっておりますが、それでよろしいかということでござ

います。 

 以上について、議論をいただければと思います。 

 以上でございます。 

（相澤会長）ありがとうございました。 

 本日はまず資料３－１の、文部科学省から説明のありました生殖細胞作成の

必要性等を中心とした、諮問の内容に入る前の段階を中心に意見交換をさせて

いただければと思います。 

 今まで説明のありました資料３－５につきましては、議論の後でとさせてい

ただきます。 

 どなたからでも結構でございますので、資料３－１を中心にこれから議論を

進めさせていただきます。 

 どうぞ。 

（本庶議員）この最後のところに、まとめ、その最後の文章の最後の行ですが、

「必要に応じて改めて検討すべき課題と考えられる」と書いてあるんですが、

その必要に応じてというのはどのような内容を指すのかということで、この委

員会の合意というか、定義があるのかどうか、それをお聞きしたい。 

（永井安全対策官）今回、胚の作成につきましては、生殖細胞の作成の是非に

焦点を当てて議論をしたということで、切り分けた形で今回のまとめになって

いるわけでございますけれども、胚の作成については、アプリオリに将来にわ

たって禁止するという趣旨では必ずしもなくて、もちろん認める場合も可能性

としてはあり得るべしということだと、これがこの報告書の考え方でございま

す。 
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 この必要に応じというのは、これは今回の生殖細胞作成指針、ＥＳ指針もそ

うですし、iPS細胞、そして幹細胞から作成する指針もそうでございますが、

研究については文科省に、倫理審査委員会を経た上で文科大臣に届け出をして

いただくと。また、研究の進捗状況についても、年に１回ご報告いただくとい

うような内容になってございます。 

 また、この両方の指針、いずれもその付則の中で、文科大臣はライフサイエ

ンスの研究の進展、社会動向等を勘案し、必要に応じてこの指針の規定につい

て見直しを行うということになってございます。したがいまして、そういった

研究の進捗状況は、文科省としてはしっかりフォローさせていただくと。現時

点では、ヒトＥＳ細胞、ヒトiPS細胞等から精子、卵子がヒトについてできて

いるという段階では全くないわけでございますが、この検討もいずれ何らかの

形でやらなければいけない問題かと思います。実際にはこういった研究をフォ

ローする中で、こういった精子、卵子が実際にできてきたという状況もござい

ますので、それは文科省としてもウォッチをして、その段階で多分、ずっと先

送りというわけにはまいらないと思いますので、ご議論が必要かと思ってござ

います。 

 ただ、この際には、ＥＳ細胞等から精子、卵子をつくること、こういった配

偶子をつくることについて、これ自体を今回は認めるわけでございますが、そ

こから胚をつくった場合には、今度はそれを体内に、本当はそういった配偶子

からできた胚をまた個体にしていいかどうかという話にもだんだんなってくる

のかなと。例えば、無精子症の方がこういったＥＳ細胞、iPS細胞から精子を

できる技術を待ち望んでいるというのも、パブリックコメントでございました。

こういった議論もいずれ必要になってくるのかなと思います。 

 ただ、いずれにしましても、先ほど本庶先生がおっしゃったことに対する回

答としては、研究の進捗状況を見て、こういった配偶子ができているかどうか

というのを文科省としてもウォッチして、文科省の科学技術・学術審議会だけ

でなく、この生命倫理専門調査会にもご報告させていただいて、しかるべくご

検討いただくということかと思ってございます。 

（本庶議員）要するに文科省が状況判断をして必要かどうかを決めるというふ

うにおっしゃったと、そういう理解でよろしいですか。 

（永井安全対策官）文科省としては、こういった状況についてご提示、これは

科学技術・学術審議会がいいのか、総合科学技術会議がいいのかという議論は

ございますけれども、両方に対してご提示させていただきながら、そこでご議

論いただくということで考えてございます。 

（本庶議員）もし、今最後におっしゃったことが事実であれば、これは言葉と

しては、「引き続き検討すべき課題と考える」、であって、要件設定もなく
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「必要に応じて」というのは、これはいわゆる、非常に悪い意味で言えば裁量

行政の典型的なものですから、きちんと、「引き続き検討していく」としてい

ただきたい。 

 というのは、必要性はあるんですよ。つまり、生殖細胞ということの定義は

何かと。これは受精できなかったら生殖細胞じゃないんですからね。機能アッ

セイができないような形で分化の研究を幾らやっても意味ない。だからこれ、

必要はあるんです。だから、引き続き検討するというふうに考えて、さかのぼ

ってこの文書を変えろというのは無謀な話ですが、考え方としてはそうでない

といけないと、私は思います。 

（相澤会長）ただいまの点は了解されましたでしょうか。 

（永井安全対策官）決して文科省も必要に応じてということで店じまいという、

そういう趣旨では決してございません。引き続き見てまいります。 

（相澤会長）それでは、石井委員。 

（石井専門委員）私も、基本的に本庶先生と同じ考えです。引き続きというよ

りも、さらに先を見越して議論すべきであると考えます。先ほど文科省の方も

おっしゃったように、体内に戻すという希望を持っている人たちが作成を待ち

望んでいるという状況を考えるならば、作られた生殖細胞から人をつくること

を認めるのかどうかという議論をしておく必要があると思います。 

 もっと広く言えば、先ほどiPS細胞ではなく、体細胞そのものに遺伝子を組

み込んで生殖細胞をつくることができる可能性があるというお話しでした。そ

こからヒトがつくられる可能性もあるという状況も考えて議論する必要がある。

クローン人間については法律で禁止されていますけれども、iPSやＥＳについ

てはそこのところはきちんと定まっていない。そのような状況で、とりあえず、

まだ生殖細胞ができていないのだから、生殖細胞をつくることを認めるかどう

かという議論だけをまずするという方向に問題があるのではないかと思ってお

ります。 

（相澤会長）そのほか、いかがでございましょうか。どうぞ、田辺委員。 

（田辺専門委員）質問ですがいいでしょうか。ヒアリングをされた中に、先生

方の中に含まれているかもしれませんが、この件に関して国際動向というか、

欧米の規定というのはどうなっているんでしょうか。 

（永井安全対策官）ちょっとこの報告書には明記してございませんでしたけれ

ども、海外では生殖細胞の作成は、私どもが調べた限りでは禁止している国は

ございません。 

 例えばアメリカ、これは州によって異なることもあるかもしれませんが、少

なくとも連邦レベルでは、生殖細胞だけ分けて禁止しているということはござ

いませんし、カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、ドイツ、フィン
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ランド、韓国、こういった国では、生殖細胞の作成そのものについて何か特別

に規定があるということは、私どもが調べた限りではございませんでした。 

 一方で、そういった生殖細胞から新たに受精などによって胚をつくっていい

かどうかということについては、国によって対応が分かれているというのが実

情でございまして、日本は現在、禁止でございますが、それを可能というか、

積極的に可能としているかどうかは別として、アメリカ、イギリスはそれが必

ずしも排除されていない、研究目的での胚の作成は排除されていないわけでご

ざいます。一方、カナダ、オーストラリア、ドイツ、フランス、こういった国

は、研究目的で胚を作成することは禁止されてございますので、ＥＳ細胞や

iPS細胞からつくった配偶子を使って胚を作成することも、同じように禁止さ

れていると考えられるということが、海外の状況でございます。 

（田辺専門委員）しかし、それらの禁止されている国というのも、このような

会議というか、検討が行われているのではないでしょうか。 

（永井安全対策官）すみません、ちょっとそこまで、その中でどういう検討が

行われているかということまでは、ちょっと私どもも調査できてございません

でした。 

（相澤会長）諮問内容の逐条的な検討に入る前に、ぜひ前提条件のところをい

ろいろと議論をしておいていただきたいと思いますので、どうぞご質問なりご

意見なりをお願いいたします。 

 どうぞ、樋口委員。 

（樋口専門委員）その一番前提となる議論が本当は一番重要で、それで何か申

し上げたらいいということなんだと思いますけれども、なかなかそれは難しく

て、ただ私が理解した限りのことで、こういうことなんだろうかというのを確

認させていただきたいということです。 

 今回、だから簡単に言うと、どういうふうに言えばいいのかわかりませんが、

ＡはいいがＢはだめというところまでいこうということですよね、簡単に言え

ばね。生殖細胞のところまではいいが、ヒト胚というところまではいかないと。

どうして区別できるのかという話がなかなか難しくて、しかしそれは今日のご

説明を伺うと、まず人間の道具化、手段化の懸念というのがあると。しかし、

それは後のほうのＢをとめてあるんだから、とりあえずＡについては大丈夫な

んじゃないでしょうかと。 

 そうすると、これは反対解釈すると、この壁、Ｂの壁が非常に重くなりそう

なんですけれども、それはしかし引き続き検討するということで、これが本当

に、これがないと人間の道具化、手段化の懸念というのが絶対に残るようなも

のかどうかは、またそういう反対解釈はしないでくれというお話があったけれ

ども、とにかく、とりあえずこれがあるから、まず最初のＡの段階、生殖細胞
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のところはいいんじゃないでしょうかというのが１つ。 

 ２つ目は、生殖細胞を多量につくる技術というのだって、まだそれこそ確立

していない段階なので、いわば何か空理空論でいろんなことを言っていてもし

ようがないわけだから、現実的に考えても、まあここまではとりあえずという、

ちょっとうまく言えませんけれども、そういう技術の現実の状況というのを踏

まえると、ここのところまでは、Ａまではいいんじゃないでしょうかという、

この２つの要素で、とにかくＡとＢを、区別の理由にはうまくなっていないの

かもしれませんが、そういうことなのか、あるいはちょっとほかの要素もある

のかということを少し確認。そもそも私の理解が全く間違っているということ

もあり得ると思いますが、少し教えていただければと思います。 

（相澤会長）大変重要なご指摘なので、確認の意味を込めて、永井さん、お願

いいたします。 

（永井安全対策官）今、先生がおっしゃったＢというのは、胚の作成のことで

ございましょうか。 

（樋口専門委員）そうです。 

（永井安全対策官）本当は、その後のＣの、ヒトの個体の産生というところが

一番重要でございまして、それが一番、ただそれも本当にアプリオリに個体を

産生することはいけないかどうかという議論も、また別途、倫理的な観点があ

ろうかと思いますけれども、まだそこまで熟していない中で、その手前のＢで

閉じるか、Ａで閉じるかというのは議論があって、指針ができた平成13年のと

きには、まずＣがあって、それでとりあえずＡで閉じておこうというのが、た

だそれが本当に、Ａが本当に必要最小限の規制かどうかということは、議論は

特に当時、指針ができたばかりで、こういったＥＳ細胞研究がまだ端緒につい

たばかりのときでしたが、とりあえず一番手前のＡで閉じておこうというのが、

これまでの経緯かと理解してございます。 

 今回、Ａをあけるだけではなくて、Ｂをあけるかどうかということについて

は非常に、実は文科省の作業部会でも大変なご議論がございまして、最後のＣ

のところを禁止すればＢのところまであけていいのではないかという議論は、

１つございました。ただ、それについては、じゃあＣのところをどう禁止する

かという問題は、ここまでは議論を深めることはできませんでしたけれども、

恐らくＣを禁止するときに、それを法律でやるのか、指針でやるのかという話

もまたあり得るというのは、これはそういうふうには思ってございます。それ

は例えばクローン人間のような特定胚のように考えるかどうかというのもある

わけでございます。そこはいろんなご意見があるかもしれません。 

 したがって、Ａであけるときに、じゃあＢをあけるかどうかという、そこま

ではちょっと、正直言うと、ここは樋口先生がおっしゃったように、とりあえ
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ずＡをあけておこうということではあるんですが、ちょっとＢについてはそこ

まではできなかったと。ただ、少なくともＡとＢの違いは、ちょっとそこはこ

の報告書の内容についてもまたいろいろご意見があろうかと思うんですけれど

も、Ａはある意味、胚に至らない、胚未満の生殖細胞と。これを体細胞と同じ

レベルで扱うかどうかというのは、またご意見はいろいろあろうかと思います。 

 一方で、少なくともＢの胚につきましては、総合科学技術会議の意見で、胚

は人の生命の萌芽で、母体にあれば人となり得るものという考え方がございま

して、おのずとＡとＢではやっぱりレベルは違うのかなと。ただ、それでＢを

今回当面禁止としてございますが、それはまさにアプリオリに将来にわたって

禁止するという趣旨ではないと。ちょっとここは非常に難しいところでござい

ます。 

（樋口専門委員）ありがとうございました。 

（相澤会長）どうぞ。 

（吉村専門委員）胚をつくるかつくらないかということですが、今までのこれ

までのマウスの研究においても胚がつくられています。卵子に関しては、胚が

まだ全然つくられていません。精子に関しては、精子細胞と考えられる細胞に

よって子どもがつくられています。本当につくられた細胞が生殖細胞かどうか

ということに関しては、臨床の立場で言うのはあまりよくないとは思いますが、

やはり受精をさせないと、やっぱり意味がないと思います。だから、作成だけ

を認めても、これが本当に生殖細胞かどうかということを断定することはでき

ないと思います。 

 お聞きしたいのは、胚をつくってはいけないという理由が非常に明確ではな

いんです。例えば、ヒト胚の取扱いの基本的な考え方で、胚は人の生命の萌芽

であると言いながらも、要するにクローン胚の作成は認めています。しかし、

それは体内に戻してはいけないとしています。非常に明確だと私は思うんです

けれども、今回、この胚が認められないという理由をやはり明確にしないと、

この指針があまり意味のないものになってくるのではないかというように思え

るのですが、その点を教えていただければ。 

（永井安全対策官）そこは明確なお答えがなかなか難しいところではございま

すが、そういう意味でも、今回、当面禁止しているということでございます。

慎重に検討すると。これは総合科学技術会議の意見にかんがみて、慎重に検討

する必要があるということでございます。むしろ、ここはこの生命倫理調査会

でもご議論いただければありがたいというふうにも思ってございます。 

（小倉専門委員）生殖細胞の機能が何かという議論を深めていきますと、子ど

もにしなければ、私は生殖細胞の本来の機能が確認できないと思います。 

 生殖細胞であることをきちんと定義しようとすると、たしか受精の段階でど
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こまでわかるか、子どもにした段階でどこまでわかるかという、私たち実験動

物あるいは畜産をやっている発生工学が使える立場から言いますと、受精でわ

かるものは予想外に少ないと思います。多くが子どもにしてわかるというのが、

実は今の生殖細胞の作製研究における現状だと、私は思っています。 

 例えば、卵子に体細胞を入れて活性化してしまえば、胚盤胞まで発生してし

まう。こういう現状が実はありますので、これをあえて胚をつくって、また胚

でとめなければいけないとすると、胚で得られる情報というのはどのくらいあ

るかというのが、非常に難しい。 

（相澤会長）ただいまのところは本当に根本の問題なので、どうぞご意見を出

していただいて。 

 小倉委員の今おっしゃったことは、そういう意味では、胚の手前で、当面は

ここで制限をしておくということが適切であろうということにもなるわけです

ね。 

（小倉専門委員）そうですね。胚をもしつくる場合、その胚の取扱いをどうす

るかということで、また何カ月にもわたって議論をするのは、時間がもったい

ない。私はここでもうむしろ、ＥＳ細胞あるいはiPS細胞から一刻も早く、ヒ

トの段階で情報が得られるように、生殖細胞をつくり始めることがまず第一で

はないかというふうに考えています。 

（相澤会長）さて、いかがでございましょうか。石井委員。 

（石井専門委員）報告書ができる前の段階の議論のときの説明では、受精させ

なくても生殖細胞であるということの確認ができるという前提で、生殖細胞を

つくることを認め、胚をつくることは認めないというふうにすると伺ったよう

に思ったのですが。これでは意味がないということであるとすれば。 

（小倉専門委員）意味がないということではなくて、生殖細胞と体細胞という

のは全く異なります。ですから、その体細胞から生殖細胞への重要な分岐を確

認するというのは、非常にまた大きな意義があります。 

 本庶先生がおっしゃったように、それが機能するかどうかという段階は、ま

た次の段階になってきます。ですから、生殖細胞であるという１つの段階のク

ライテリアとしては、もちろんゲノム刷り込みあるいは半数体、そういうもの

が完成することは、１つの大きな壁になります。ですから、そこの壁を越えら

れるかどうかの研究をまずこの改正でできるようにするということです。 

 それで、その次の本当の機能ということになってきますと、子どもにしなけ

ればわからないというその次の壁があります。よって、第１の壁を明らかにす

る部分が、今回の指針の改正の１つの目標ではないかと考えています。 

（石井専門委員）わかりました。 

（相澤会長）いかがでしょうか。森崎委員、どうぞ。 
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（森崎専門委員）ちょっと難しい状況になってしまって、私の理解が本当に正

しいかどうかわからないのです。生殖細胞をつくるということが許されたとき

にわかる情報と、胚まで作成をするときに得られる情報の違いについて、私は

生殖のことを必ずしも十分わかっていないせいもあるのですが、機能の理解に

は、胚ができるかどうかという大きな違いがあるのではないかと理解していた

のですけれども、（本当は）子どもまでいかないと受精能力というところを評

価できないというふうに評価しなければならないのか、というところをお尋ね

したいと思います。 

 といいますのは、今回の場合、確かに生殖細胞としてある程度分化したかど

うかということをきちんと明らかにすること、そのこと自身はもちろん科学的

にも必要な情報ですし、疾患の理解にもつながることだと思います。一方、や

はり生殖細胞は受精して胚をつくることができて初めて機能し、またその後、

個体ができて当然とも理解しますので、手前でとまることのデメリットと、そ

れから胚までつくることによって得られる知識の差、あるいは情報の差という

のが非常に大きいのであれば、個体を産生するというところだけを禁じること

で、はるかに今よりもいい情報が捕まえるのであれば、それを必ずしも否定を

する必要はないのではないかと思います。 

 だから、そういう意味では、確かに卵母細胞までしかできない、卵のほうは、

きちんと今はin vitroでできないという状況があっても、精子だけでもきちん

とできるという状況で、もちろん相手方をどうやって手に入れるという倫理的

な問題は多々ありますけれども、機能を評価するということは比較的手の届く

ところにあるのではないかと。それをどういうふうに禁止するのか。 

 もっと問題なのは、胚の次に個体、ヒトをつくっていいのかどうか、それを

どうやって禁止するのかという手だての問題というのは当然あると思いますけ

れども、その前提となる、胚をつくることにあまり意味がないということに、

ちょっと、今日の段階では違和感を感じたので、その辺は小倉先生あるいは吉

村先生に、ちょっと補足いただければと思います。 

（小倉専門委員）本当に先生がおっしゃるとおりで、胚をつくることで得られ

る情報というのが非常に大きければ、私はこの段階でそこの壁を取り払うべき

だと思います。ただ、残念ながら、やはり胚をつくることで得られる情報とい

うのは、現在のところ非常に少ないのが現状ではないかと考えています。 

 非常に専門的な話になってしまいますが、卵子あるいは胚というのは、分割

する上でのチェックポイントというのは非常に弱いです。ですから、いったん

卵子を人為的に活性化してしまいますと、見かけ上はどんどん分割をしてしま

います。ですから、それが実際に、見かけは胚であっても中身が何であるかと

いうのは、非常に高度な解析をしなければわからないというのが、今の現状で
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す。 

 具体的な話をしますと、in vitroでかなり判断が難しい多くの半数体と思わ

れる細胞ができるような動物実験があります。私たちはそれをマウスで顕微授

精をするのですが、ほとんどが分割します。しかし、そのうちどれが本当に半

数体の生殖細胞で胚ができたのか、分割が進むと確認は困難になります。そう

なると確認をするのは胚移植をしなければならなくなります。 

（相澤会長）吉村委員、いかがでしょうか。 

（吉村専門委員）先生のおっしゃる意味は大変よくわかります。ヒトの臨床と

いうのはそういうものではないと思います。受精障害と考えられる症例は当然

あるわけですし、受精のための研究というのは、人間にとっては非常に極めて

大切なものであります。それはあえてヒトにその胚を戻さなくてもわかる情報

はあると思います。 

 人為的な操作を与えないで顕微授精をさせるという方法によって、受精から

得られる情報というのは、ヒトの場合には多いものがある。ですから、こうい

った研究というのはどこで歯どめをかけるかということが大事でありまして、

やはりヒトの研究というのは動物の研究とかなり違ってくると思います。 

 ただ、この生殖のすべての医療というのは、すべてが実験的医療の側面をも

っています。ですから、非常にどこで歯どめをかけるかということをやっぱり

厳しくしていく必要があるのではないかと思います。ただ生殖細胞をつくるこ

とができるようになったということは大変いいことであって、次は受精をさせ

るということ、それはステップ・バイ・ステップで進んでいっても、私は全然

問題ないと思います。受精をさせ、それが胚盤胞になるかということは極めて

大切です。 

（相澤会長）それぞれの観点が違うということが、だんだんと明確になってき

ております。しかしこれは大変重要な問題ですので、今の議論を小倉先生、も

う一度、吉村先生のご指摘についていかがですか。 

（小倉専門委員）すみません、あまり専門的な議論になるのも申し訳ないので

すが、例えばマーモセットの実験がございます。マーモセットの実験はヒトに

ある程度近いと考えられるのですが、この卵子に体細胞を入れた実験がありま

す。つまり、卵子をインタクトのまま、体細胞で入れます。そのうちいくつか

は胚盤胞に発生してしまいます。つまり、胚盤胞だけで判断するのは難しいか

も知れません。 

（相澤会長）田辺委員。 

（田辺専門委員）なかなかおもしろい議論だと思いますが、ただ、その場合に、

得られる情報が少ないということかもしれませんけれども、しかしそれである

としても、じゃあ戻って、なぜヒト胚を作成してはまずいのかということが、
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もう一つはっきりしないんですけれども、どうなんでしょう。そこでなぜ困る

んだということなんですが。 

（相澤会長）位田委員。 

（位田専門委員）なぜ困るのか、なぜだめなのかと言われるとなかなか難しい

のですけれども、仮にＥＳもしくはiPSから生殖細胞をつくって、受精までや

って胚をつくった、その胚はどうするのでしょうか。壊すのでしょうか。廃棄

するのでしょうか。人の生命の萌芽を廃棄するのでしょうか。 

 生殖補助医療は実験的だとさっきおっしゃいましたが、カップルで精子なり

卵子なりをとって体外受精をやって、それがうまくいくかどうかということを

やって、もしうまくいけばそれを体内に戻すということが考えられると思いま

す。しかし、こういう形でＥＳ細胞もしくはiPS細胞から生殖細胞をつくって

胚をつくった。そうすると、先ほどＡ、Ｂ、Ｃという話がありましたけれども、

実はＢとＣは一緒、１つとは言いませんが、確かに段階としては違いますけれ

ども、そういう形で胚を子宮に戻して子どもができるということをよしとする

かどうかという議論をしておかないと、胚をつくるということだけを取り出し

て議論をして結論を出すというのは、非常に難しい問題になります。 

 生殖細胞だけであれば、これを幾ら子宮に戻しても、そこからヒトはできて

こないわけですから、生殖細胞までは、つまり、ＡはＡの段階で切り離すこと

はできると思いますが、ＢとＣをそう簡単には切り離せないのではないかとい

うふうに思います。 

 それと、先ほど「とりあえず」とおっしゃいましたけれども、最初のＥＳの

指針をつくったときに、とりあえず禁止しましょうとしたというような議論は

していなくて、やはり生殖細胞というのはヒトの生命が始まる一番最初の段階

だから、そこからとめるべきだという議論がきちんとあったので、だからあの

時点ではとめましょうという結論を出した。どうかわからないけれども、とり

あえず決めたという話ではなかったというふうに思っています 

（相澤会長）そのご指摘は、要するにＡとＢには、現段階においては、明確な

ボーダーがあるというご判断ですね。 

 それでは、そのほか。田辺委員、どうぞ。 

（田辺専門委員）今のようなお話ですと、そうすると引き続き検討するという

んじゃなくて、全くできないということじゃないでしょうか。ヒト胚まではで

きないと。それをつくってしまったら、廃棄すると問題だとおっしゃるんでし

たら、この段階がすべてもう終わりということになりますけれども。 

（位田専門委員）よろしいでしょうか。だから、そういう形でヒトをつくる可

能性を認めるかどうかということも議論する必要があると申し上げているわけ

で、胚をつくってはいけないというふうには、100％申し上げているわけでは
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ありません。 

 例えば、これは前に、ここではご紹介しなかったかもしれませんが、イギリ

スのヒンクストングループというグループ、どちらかというとこういうことを

どんどん進めていこうという、悪く言えばいけいけどんどんなんですが、ここ

には科学者はもちろんのことながら、イギリスの有名な生命倫理学者も入って

おりまして、その人たちは、ＥＳ、iPSから生殖細胞をつくって、それから胚

をつくり、ヒトをつくる、出産にまで至るということを認めるという立場もあ

ります。 

 したがって、そういう考え方もありますので、日本でどうするかという問題

は、やっぱりきちっと議論をしておく。ただ、先ほど申し上げたヒンクストン

グループというのは、かなりいけいけどんどんのグループですので、それがイ

ギリスで採用されているとは申し上げません。しかし、そういう意見もあり、

いや、それはだめだという意見もある。先ほど申し上げたＥＳの指針を最初に

つくったときには、その一番最初に戻って禁止するべきだという意見もあると

いう、ある意味では端から端までありますので、それについてはきちっと議論

をしておいて、もしＥＳ細胞もしくはiPSから生殖細胞をつくって、それを子

宮に戻して、ヒトが生まれてきて、それをヒトとして扱うということをちゃん

と議論ができて、我が国としてどうするかという結論を出すのであれば、そこ

から胚をつくるという段階を認めるというのは、私はいいと思いますけれども、

胚のところだけを取り出すというのは、ちょっとまだ時期尚早かなという気は

いたします。 

（相澤会長）どうぞ、武藤委員。 

（武藤専門委員）興味深いご議論を聞かせていただいて、ありがとうございま

す。 

 私としては、やはりこの時点で、とりあえず生殖細胞の作成まで認めるとい

うことでいったん区切りをつけるという方針には賛成したいと思います。 

 この次のステップについてはやっぱり速やかに、多分この専門調査会がどん

な責任を果たすかということも、恐らく大きく関係してくると思いますけれど

も、先ほどご指摘があったように、体内に戻して、子どもとしてこの社会で迎

え入れるかどうかということまで含めて、あわせた議論をしていかなければい

けないのではないかということと、もう一つは、iPS、ＥＳ由来の生殖細胞が

本当にナチュラルなというか、生殖細胞とどれぐらい違うのかどうかというこ

とも、これから基礎研究の結果を教えていただきながら考えたいということも

ありますので、まずはそういった基礎研究に着手をしていただいて、その間に

我々はもっともっと先のところまで見通した議論を開始すべきだというふうに

考えます。 
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 以上です。 

（相澤会長）知野委員、いかがでしょうか。 

（知野専門委員）やはり議論を伺っていますと、素人考えでは、生殖細胞へ進

むことで、かなり研究が進むのだろうと思っていたんですけれども、ここまで

専門家の意見がいろいろと割れている現状がよくわかりました。専門家の方た

ちの意見がこれほど割れている段階で、生殖細胞以上のものを踏み込んでさら

に進めるというのは、今の時点では疑問を感じます。 

 やはり、この研究を進めたときに、じゃあこれからどんな展開がありうるか

という、大きく広がりを持った図を据えながら、これから議論をしていく、ま

た別の議論を進めていく必要があるんじゃないかなと思います。 

（相澤会長）田村委員、どうぞ。 

（田村専門委員）私も、生殖細胞というのと、それから胚というのは、多分倫

理的な位置づけというのはかなり違うものではないかというふうに思います。

もちろん、科学的なところははっきりわかっているわけではないんですけれど

も、胚はやはりヒトになり得るものであって、生殖細胞自体はそこからヒトが

発生するということはないので、明らかに倫理的な意味合いは違うというふう

に思います。 

 なので、とりあえず生殖細胞、今、知野委員おっしゃったように、生殖細胞

のところでいろいろ科学的な知見が深まっていくということを待ちながら、胚

については議論を進めていくべきではないかというふうに思います。 

（相澤会長）そのほか、つけ加えていただくこととか、その他ご意見はござい

ますでしょうか。石井委員、どうぞ。 

（石井専門委員）今の議論は、早急に生殖細胞をつくった後の取扱いについて

の議論をする必要があるということで、皆さんの意見がほぼ一致していること

を示していると思います。 

 もう１点は全く違うことですが、よろしいでしょうか。昔はヒトの精子の生

殖能力を動物と受精させて確認するというようなことを聞いたのですが、そう

いうことは行われるのでしょうか。 

（吉村専門委員）ハムスターテストというのはあります。ハムスターの卵にヒ

トの精子を入れて、精子の機能を見るという検査はあります。もう最近はやら

れなくなってしまっておりますし、それで受精能力があるということは言えな

いと考えられています。 

 ですから、小倉先生の意見も大変よくわかりますが、ヒトの場合はやはり受

精をさせてみないと、まずそれがファーストステップであると思います。 

 この医療というのはまさにテーラーメードでありまして、この生殖細胞がい

ろんな人に使われることは考えられません。夫婦間でしか使われません。無精
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子症の人がいた場合に、例えばＥＳ細胞をつくって、あるいはiPS細胞をつく

って、それから精子をつくる。それを奥さんとの間で受精させるということに

なります。要するに、ＡＩＤにかわるもの、あるいは卵子提供にかわるもの、

そういった医療として、利用されていくと思います。いろんなこの生殖細胞を

つくると、何にでも利用される危険性があることを心配されるかもしれません

が、そういうことは現実においてあり得ない。それは規制の方法は幾らでもあ

ると思います。 

（相澤会長）そのほか、特段ございませんでしょうか。 

 今日、展開されました議論では、先ほどのＡ、Ｂ、Ｃということで言えば、

ＡとＢのところで当面の指針の改正をすることが適切であるかどうかというと

ころの基本的な考え方をいろいろとご披瀝いただきました。当初、本庶議員か

ら指摘のありましたあの表現、つまり「必要に応じて」ということではなく、

「引き続き」なんだということから、今のような議論が展開されました。結局、

Ｂ、Ｃの段階とされているところは早急に議論を積み重ねていかないと、いき

なりＢの段階まで展開するのはなかなか難しい状況なんだということで、Ａの

段階というところにとどめ置き、ガイドラインをきちっとするべきであろう。

というふうにまとめさせていただきますが、よろしゅうございましょうか。 

 本日、冒頭に事務局から、諮問の逐条的な論点の整理が紹介されました。少

し会議の予定よりも前でございますが、今日は大変重要な共通認識ができたと

いうことで、本日はここで議論を一応とどめておきたいというふうに思います。 

 そこで、次回以降のことについて、事務局から説明をお願いいたします。 

（三宅参事官）次回の日程につきましては、３月11日木曜日の午後、この中央

合同庁舎第４号館の４階の共用第２特別会議室で開催の予定でございますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

（相澤会長）それでは、これをもちまして、本日の専門調査会を終了させてい

ただきます。どうもありがとうございました。 

－了－ 

 


